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────────────────────────────────────── 

令和６年 第８回（定例）津 和 野 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                        令和６年９月６日（金曜日） 

────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                    令和６年９月６日  午前９時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 町長提出第90号議案 津和野町国民健康保険条例の一部改正について 

 日程第５ 町長提出第91号議案 津和野町水道事業給水条例の一部改正について 

 日程第６ 町長提出第92号議案 島根県後期高齢者医療広域連合規約の変更につい

て 

 日程第７ 町長提出第93号議案 鹿足郡養護老人ホーム組合規約の変更について 

 日程第８ 町長提出第94号議案 令和６年度津和野町一般会計補正予算（第５号） 

 日程第９ 町長提出第95号議案 令和６年度津和野町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号） 

 日程第10 町長提出第96号議案 令和６年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第

２号） 

 日程第11 町長提出第97号議案 令和６年度津和野町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号） 

 日程第12 町長提出第98号議案 令和６年度津和野町診療所特別会計補正予算（第

１号） 

 日程第13 町長提出第99号議案 令和６年度津和野町介護老人保健施設事業特別会

計補正予算（第１号） 

 日程第14 町長提出第100号議案 令和６年度津和野町病院事業会計補正予算（第

２号） 

 日程第15 町長提出第101号議案 令和６年度津和野町水道事業会計補正予算（第
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２号） 

 日程第16 町長提出第102号議案 令和６年度津和野町下水道事業会計補正予算（第

２号） 

 日程第17 町長提出第103号議案 令和５年度津和野町一般会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第18 町長提出第104号議案 令和５年度津和野町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算の認定について 

 日程第19 町長提出第105号議案 令和５年度津和野町介護保険特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 日程第20 町長提出第106号議案 令和５年度津和野町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定について 

 日程第21 町長提出第107号議案 令和５年度津和野町下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 日程第22 町長提出第108号議案 令和５年度津和野町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

 日程第23 町長提出第109号議案 令和５年度津和野町奨学基金特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 日程第24 町長提出第110号議案 令和５年度津和野町診療所特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 日程第25 町長提出第111号議案 令和５年度津和野町介護老人保健施設事業特別

会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第26 町長提出第112号議案 令和５年度津和野町病院事業会計歳入歳出決算

の認定について 

 日程第27 町長提出第113号議案 令和５年度津和野町水道事業会計歳入歳出決算

の認定について 

 日程第28 町長提出報告第２号 令和５年度津和野町財政健全化判断比率等につい

て 

 日程第29 町長提出報告第３号 株式会社津和野開発の経営状況について 
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 日程第30 町長提出報告第４号 株式会社フロンティア日原の経営状況について 

 日程第31 町長提出報告第５号 令和５年度教育委員会事業点検評価報告書につい

て 

 日程第32 議員派遣の件 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 町長提出第90号議案 津和野町国民健康保険条例の一部改正について 

 日程第５ 町長提出第91号議案 津和野町水道事業給水条例の一部改正について 

 日程第６ 町長提出第92号議案 島根県後期高齢者医療広域連合規約の変更につい

て 

 日程第７ 町長提出第93号議案 鹿足郡養護老人ホーム組合規約の変更について 

 日程第８ 町長提出第94号議案 令和６年度津和野町一般会計補正予算（第５号） 

 日程第９ 町長提出第95号議案 令和６年度津和野町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号） 

 日程第10 町長提出第96号議案 令和６年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第

２号） 

 日程第11 町長提出第97号議案 令和６年度津和野町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号） 

 日程第12 町長提出第98号議案 令和６年度津和野町診療所特別会計補正予算（第

１号） 

 日程第13 町長提出第99号議案 令和６年度津和野町介護老人保健施設事業特別会

計補正予算（第１号） 

 日程第14 町長提出第100号議案 令和６年度津和野町病院事業会計補正予算（第

２号） 

 日程第15 町長提出第101号議案 令和６年度津和野町水道事業会計補正予算（第
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２号） 

 日程第16 町長提出第102号議案 令和６年度津和野町下水道事業会計補正予算（第

２号） 

 日程第17 町長提出第103号議案 令和５年度津和野町一般会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第18 町長提出第104号議案 令和５年度津和野町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算の認定について 

 日程第19 町長提出第105号議案 令和５年度津和野町介護保険特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 日程第20 町長提出第106号議案 令和５年度津和野町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定について 

 日程第21 町長提出第107号議案 令和５年度津和野町下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 日程第22 町長提出第108号議案 令和５年度津和野町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

 日程第23 町長提出第109号議案 令和５年度津和野町奨学基金特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 日程第24 町長提出第110号議案 令和５年度津和野町診療所特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 日程第25 町長提出第111号議案 令和５年度津和野町介護老人保健施設事業特別

会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第26 町長提出第112号議案 令和５年度津和野町病院事業会計歳入歳出決算

の認定について 

 日程第27 町長提出第113号議案 令和５年度津和野町水道事業会計歳入歳出決算

の認定について 

 日程第28 町長提出報告第２号 令和５年度津和野町財政健全化判断比率等につい

て 

 日程第29 町長提出報告第３号 株式会社津和野開発の経営状況について 
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 日程第30 町長提出報告第４号 株式会社フロンティア日原の経営状況について 

 日程第31 町長提出報告第５号 令和５年度教育委員会事業点検評価報告書につい

て 

 日程第32 議員派遣の件 

────────────────────────────── 

出席議員（10名） 

１番 道信 俊昭君       ２番 大江  梨君 

４番 米澤 宕文君       ５番 横山 元志君 

７番 御手洗 剛君       ８番 三浦 英治君 

９番 田中海太郎君       10番 寺戸 昌子君 

11番 川田  剛君       12番 草田 吉丸君 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

６番 沖田  守君                 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 倉木 正行君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 下森 博之君  副町長 ………………… 島田 賢司君 

教育長 ………………… 岩本 要二君  総務財政課長 ………… 益井 仁志君 

税務住民課長 ………… 中田 紀子君                     

つわの暮らし推進課長 …………………………………………………… 宮内 秀和君 

健康福祉課長 ………… 土井 泰一君  医療対策課長 ………… 清水 浩志君 

農林課長 ……………… 山下 泰三君  商工観光課長 ………… 堀  重樹君 

環境生活課長 ………… 野田 裕一君  建設課長 ……………… 安村 義夫君 
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教育次長 ……………… 山本 博之君  会計管理者 …………… 小藤 信行君 

代表監査委員 ………… 大庭 郁夫君                     

────────────────────────────── 

午前９時00分開会 

○議長（草田 吉丸君）  御起立をお願いします。 

 ただいまから津和野町民憲章の唱和を行います。 

〔津和野町民憲章唱和〕 

○議長（草田 吉丸君）  御着席ください。 

 それでは、改めまして、おはようございます。心配をしておりました台風１０号も、

被害がなく通過したことはよかったというふうに思っています。しかし、全国的には

亡くなられた方や被害に遭われた方もあり、改めてお悔やみを申し上げるとともに、

お見舞いを申し上げます。 

 さて、残暑が厳しい今日この頃ですが、田んぼの稲刈りも進んでいるようでありま

す。豊作で実りの多い秋となることを願うものであります。 

 本日、令和６年第８回津和野町議会定例会が招集されましたところ、皆様方にはお

そろいでお出かけをいただきましてありがとうございます。 

 沖田守議員より、欠席の届けが出ております。 

 ただいまの出席議員数は１０名であります。定足数に達しておりますので、令和

６年第８回定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（草田 吉丸君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、７番、御手洗剛議員、８番、

三浦英治議員を指名します。 

 それでは、先日、議会運営委員会を開催し、本定例会の会期及び議事日程等につい

て協議しておりますので、その結果について議会運営委員長の報告を求めます。８番、

三浦英治議会運営委員長。 
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○議会運営委員会委員長（三浦 英治君）  議会運営委員会を令和６年９月２日に開催

し、今定例会の議会運営について協議いたしました。 

 今定例会の会期は、本日９月６日から９月２５日までの２０日間としたいと思いま

す。 

 会期中の日程については、お手元にお配りしている日程表にて御確認ください。 

 以上、協議した結果を報告いたします。 

○議長（草田 吉丸君）  ありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（草田 吉丸君）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日から９月

２５日までの２０日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  御異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月

２５日までの２０日間と決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（草田 吉丸君）  日程第３、諸般の報告をします。 

 ６月定例会招集日以降における議会行事及び各報告事項につきましては、お手元に

配付のとおりであります。 

 ８月２２日の議員派遣につきましては、緊急を要したため、津和野町議会会議規則

第１２８条の規定により、議長において決定しましたので報告をします。 

 益田地区広域市町村圏事務組合議会、鹿足郡事務組合議会の報告に関する書類及び

令和６年度６月以降の例月出納検査報告につきましては、お手元に配付のとおりであ

ります。 

 なお、関係書類は事務局に保管をしてありますので、必要の向きは御覧ください。 

 また、本日までに受理した請願等につきましては、お手元に配付しました請願陳情

文書表のとおりであります。 
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────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第９０号 

日程第５．議案第９１号 

日程第６．議案第９２号 

日程第７．議案第９３号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第４、議案第９０号津和野町国民健康保険条例の一部改

正についてより、日程第７、議案第９３号鹿足郡養護老人ホーム組合規約の変更につ

いてまで、以上４案件につきましては、会議規則第３７条の規定により一括議題とし

ます。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、皆様おはようございます。本日は９月定例会の招

集をお願いいたしましたところ、おそろいで御出席を賜りましてありがとうございま

す。 

 今定例会に提案をいたします案件は、条例案件２件、規約変更案件２件、一般会計

を初め各会計補正予算案件９件、決算認定案件１１件、報告案件４件の合計２８案件

でございます。いずれも重要な案件でございますので、慎重審議を賜り、それぞれ可

決賜りますようお願いを申し上げます。 

 議案第９０号でございますが、津和野町国民健康保険条例の一部改正について議会

の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明を申し

上げます。 

 議案第９１号でございますが、津和野町水道事業給水条例の一部改正について議会

の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明を申し

上げます。 

 議案第９２号でございますが、島根県後期高齢者医療広域連合規約の変更について

議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明を

申し上げます。 

 議案第９３号でございますが、鹿足郡養護老人ホーム組合規約の変更について議会

の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明を申し
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上げます。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  それでは、議案第９０号津和野町国民健康保険条例

の一部改正について御説明いたします。 

 本案は、令和５年に公布した番号法等一部改正法により、令和６年１２月２日から、

被保険者証が廃止されることに伴い、改正が必要なものとなったものであります。 

 改正の内容としては、第１０条の罰則規定において、被保険者証の返還について規

定されていますが、被保険者証が廃止されることにより、この文言等を削除するもの

であります。 

 １ページめくっていただき、裏面の新旧対照表を御覧ください。 

 第１０条中「第９項」を「第５項」に、「もしくは虚偽の届け出をした場合、また

は同条第３項、もしくは第４項の規定により、被保険者証の返還を求められてこれに

応じない」を「、または虚偽の届出をした」に改めるものであります。 

 附則の施行日として、１、この条例は令和６年１２月２日から施行する。経過措置

として、２、この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う

関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０号）第９条の規

定により、なお、従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後

にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例によるであります。 

○議長（草田 吉丸君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（野田 裕一君）  それでは、議案第９１号について御説明いたします。 

 この条例は、津和野町水道事業給水条例第２５条、第２８条関係の別表一部を改正

するものです。 

 次ページの新旧対照表を御覧ください。 

 それぞれ、基本料金、従量料金を１５％増額している表になっております。 

 附則といたしまして、施行期日、この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 経過措置、改正後の条例別表第２５条、第２８条関係の規定は、令和７年５月分以

降の分として徴収する料金について適用し、同年４月分までの分として徴収する料金
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については、なお、従前の例によるです。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  続きまして、議案第９２号島根県後期高齢者医療広

域連合規約の変更についてを御説明いたします。 

 本案は、令和５年１２月に交付された、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等

の一部を改正する法律、附則第１条第２号に掲げる規定の施行期日が、令和６年

１２月２日と定められたことに伴い、規約の一部変更が必要となったものであります。 

 具体的な内容は、今年１２月２日以降、被保険者証や資格証明書が廃止され、マイ

ナ保険証に切り替わることに伴い、マイナンバーカードを持っていない方に対しては

資格確認書が発行されるためのものであります。 

 下欄の新旧対照表を御覧ください。別表第１の２及び３において、被保険者証及び

資格証明書を資格確認書等に変更するものであります。 

 附則として、この規約は、令和６年１２月２日から施行するものであります。 

 続きまして、議案第９３号鹿足郡養護老人ホーム組合規約の変更についてを御説明

します。 

 本案は、地方自治法第２８６条第２項の規定に基づき、同組合から事務所の位置が

現行の規定では役場の位置となっていたものを現状に合わせて変更することについて

協議があり、規約の一部変更が必要となったものであります。 

 １ページめくっていただき、裏面の新旧対照表を御覧ください。 

 第４条において、鹿足郡吉賀町六日市７５０番地を、鹿足郡吉賀町六日市２６３番

地に変更するものであります。 

 附則として、この規約は、令和６年１０月１日から施行するものであります。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 
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日程第８．議案第９４号 

日程第９．議案第９５号 

日程第１０．議案第９６号 

日程第１１．議案第９７号 

日程第１２．議案第９８号 

日程第１３．議案第９９号 

日程第１４．議案第１００号 

日程第１５．議案第１０１号 

日程第１６．議案第１０２号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第８、議案第９４号令和６年度津和野町一般会計補正予

算（第５号）より、日程第１６、議案第１０２号令和６年度津和野町下水道事業会計

補正予算（第２号）まで、以上９案件につきましては、会議規則第３７条の規定によ

り一括議題とします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第９４号でございますが、令和６年度津和野

町一般会計補正予算（第５号）についてでございます。歳入歳出予算の総額にそれぞ

れ５億３,６９７万円を追加し、歳入歳出予算の総額を１００億１,６４５万

３,０００円とするものでございます。詳細につきましては、担当課長から説明を申

し上げます。 

 議案第９５号令和６年度津和野町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

てでございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ７,０４４万５,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を１０億７,８９１万６,０００円とするものでございます。詳細

につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第９６号令和６年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第２号）についてで

ございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ６,４８０万４,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を１４億５,９７６万１,０００円とするものでございます。詳細に

つきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第９７号令和６年度津和野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ
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いてでございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１６５万８,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を３億２,７６２万７,０００円とするものでございます。詳細に

つきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第９８号令和６年度津和野町診療所特別会計補正予算（第１号）についてでご

ざいますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２１１万２,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を６,１１７万２,０００円とするものでございます。詳細につきまして

は、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第９９号令和６年度津和野町介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第

１号）についてでございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ８５４万７,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を３億６,４４５万６,０００円とするものでございます。

詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１００号令和６年度津和野町病院事業会計補正予算（第２号）についてでご

ざいます。収益的収入を１３１万円追加し、収益的収入予算総額８億８,７７４万

１,０００円、収益的支出を１３１万円追加し、収益的支出予算総額８億８,７７４万

１,０００円に、資本的収入を３３０万４,０００円追加し、資本的収入予算総額１億

９２２万円、資本的支出を３３０万５,０００円追加し、資本的支出予算総額１億

４,１８３万４,０００円にするものでございます。詳細につきましては、担当課長か

ら説明を申し上げます。 

 議案第１０１号令和６年度津和野町水道事業会計補正予算（第２号）についてでご

ざいます。収益的収入を４２万９,０００円追加し、収益的収入予算総額３億

２,７０３万６,０００円、収益的支出を７４８万５,０００円追加し、収益的支出予

算総額３億１,９１５万４,０００円にするものでございます。詳細につきましては、

担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１０２号でございますが、令和６年度津和野町下水道事業会計補正予算（第

２号）についてでございます。収益的収入を２６８万４,０００円追加し、収益的収

入予算総額２億３,５７２万８,０００円、収益的支出を２６８万４,０００円追加し、

収益的支出予算総額２億３,５８４万１,０００円に、資本的収入を３７０万

５,０００円減額し、予算総額２億１,２２８万９,０００円にするものでございます。
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詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

○議長（草田 吉丸君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（益井 仁志君）  それでは、議案第９４号令和６年度津和野町一般会

計補正予算（第５号）について御説明申し上げます。 

 まず、５ページを、タブレットでは１４ページを御覧ください。 

 第２表、地方債補正の変更でございます。総額で９,５７５万５,０００円の増額補

正をしております。詳細につきましては、事項別明細書の中で御説明申し上げます。

それでは、歳出の主なものから御説明しますので１８ページを、タブレットでは

２２ページを御覧ください。また、お手元のほうに補正予算の概要資料を用意してお

りますので、併せて御覧いただけたらと思っております。 

 なお、このたびの補正で、歳出の各費目に職員手当として、児童手当を計上してお

りますが、これにつきましては、１０月１日からの児童手当制度の改正等に伴う補正

でございます。 

 それでは、総務費の財政管理費では、積立金として、減債基金積立金２,６００万

円を計上、１枚めくっていただきまして、財産管理費の積立金として、津和野町まち

づくり基金積立金等５,７６０万円を計上、この財源として、合併特例債４,５２０万

円を充当、情報処理費の委託料として、第５次ＬＧＷＡＮへの移行等のシステム改修

に伴い、住民情報システムネットワーク構築業務委託料４８４万円を計上、諸費の

１枚めくっていただきまして、委託料として、脱炭素化の推進に伴う二酸化炭素排出

抑制対策事業委託料２,０８９万６,０００円を計上、定住対策費の工事請負費として、

ペンション北斗星整備工事費１,１４１万３,０００円を計上、負担金補助及び交付金

として、民間賃貸住宅建設支援事業の追加に伴い、定住支援体制強化補助金１,１５１万

２,０００円を計上、生活バス対策費の委託料として、公共交通計画の策定に伴い、

地域公共交通再編計画策定業務委託料４９７万２,０００円、道の駅管理費のなごみ

の里管理費の負担金補助及び交付金として、自動ドア開閉装置取替修繕等に伴い、な

ごみの里修繕工事負担金１９４万１,０００円、シルクウェイにちはら管理費の負担

金補助及び交付金として、１枚めくっていただきまして、フードコート床修繕等に伴

い、シルクウェイにちはら修繕工事負担金１０２万９,０００円を計上しております。 
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 続いて、３４ページを、タブレットでは３０ページを御覧ください。 

 民生費の児童措置費では、委託料として、児童手当制度の改正に伴う児童手当業務

システム改修委託料５２８万円を計上しています。 

 続いて、４２ページを、タブレットでは３４ページを御覧ください。 

 衛生費の予防費では、委託料として、新型コロナウイルス感染症予防接種委託料

２,５９３万５,０００円を計上、１枚めくっていただきまして、環境衛生費では、負

担金補助及び交付金として、合併処理浄化槽の追加設置に伴う合併処理浄化槽設置補

助金１１６万円を計上しております。 

 続いて、４８ページを、タブレットでは３７ページを御覧ください。 

 農林水産業費の農業振興費では、負担金補助及び交付金として、タンクローリー更

新に伴う中山間地域生活機能維持確保支援補助金３９９万９,０００円を計上、農地

費では、工事請負費として小直頭首工修繕工事費２,５００万円を計上しております。 

 続いて、５２ページを、タブレットでは３９ページを御覧ください。 

 商工費の観光費では、委託料として地域観光新発見事業及び魅力ある観光地域づく

り支援事業の実施に伴い、地域力創造地方再生事業委託料１,１１０万円、高付加価

値化事業工損調査に伴う高付加価値事業に係る設計業務委託料３９３万４,０００円

を計上、この財源として、過疎対策事業債３９０万円を充当、備品購入費として山口

デスティネーションキャンペーンに向けた受入れ環境整備に伴い、電動アシスト自転

車等の購入費として庁用器具費１７５万８,０００円を計上、負担金補助及び交付金

として企業版ふるさと納税を活用した観光イベントの実施に伴い、観光協会補助金

５００万円を計上しております。 

 続いて、５８ページを、タブレットでは４２ページを御覧ください。 

 土木費の道路維持費では、委託料として津和野地域及び日原地域の舗装修繕に伴い

道路維持業務委託料２３０万５,０００円を計上、工事請負費として町道森野坂線舗

装改修工事費等２,３９１万４,０００円を計上、この財源として合併特例２,２４０万

円を充当。道路長寿命化対策事業費では、委託料として道路橋梁点検の追加に伴い道

路橋梁点検業務委託料１,２３３万７,０００円を計上、橋梁設計の縮小に伴い長寿命

化対策設計業務委託料３２０万円を減額、工事請負費として橋梁修繕工事の縮小に伴
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い長寿命化対策工事費５００万円を減額しております。 

 続きまして、６８ページを、タブレットでは４７ページを御覧ください。 

 教育費の教育諸費では、工事請負費として町内６校の電話機器の環境整備等に伴い、

町内学校電話整備工事費８１１万５,０００円を計上、この財源として合併特例

７７０万円を充当、備品購入費として町内３つの学校の暖房機器の更新及び学校サー

バーの更新等に伴う備品購入１,２８８万１,０００円を計上、この財源として合併特

例１,０８０万円を充当することとしております。 

 続きまして、８０ページを、タブレットでは５３ページを御覧ください。 

 旧堀氏庭園管理費では、需用費として土蔵の修繕に伴う修繕料１７８万２,０００円

を計上しています。 

 続きまして、８６ページを、タブレットでは５６ページを御覧ください。 

 保健体育総務費では、工事請負費として、津和野中学校に増設工事いたしますボル

タリングウォール設置工事費６１０万５,０００円を計上、この財源として過疎対策

事業債６１０万円を充当することとしております。 

 １枚めくっていただきまして、災害復旧費の過年林道災害復旧費では、工事請負費

として林道耕田内美線の災害復旧工事費２,４１７万７,０００円を計上、この財源と

して、農林水産業施設災害復旧債２９０万円を充当することとしております。 

 続いて、少し飛びますが９２ページを、タブレットでは５９ページを御覧ください。 

 公債費の元金では、償還金利子及び割引料として、起債の繰上償還に伴い、長期債

元金１億７,８８３万２,０００円を計上しております。 

 それでは、歳入を御説明申し上げますので１０ページに、タブレットでは１８ペー

ジにお戻りください。 

 地方交付税では、普通交付税９,３００万円を計上しております。国庫支出金の国

庫補助金では、総務費国庫負担金として、民間賃貸住宅建設支援事業の追加に伴い、

空き家対策総合支援事業費補助金４００万円、二酸化炭素排出抑制対策事業の実施に

伴う二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金１,２８５万８,０００円を計上、民生費

国庫補助金として、児童手当制度の改正実施円滑化事業分に伴う子ども・子育て支援

交付金６４２万２,０００円を計上、商工費国庫補助金として地域観光新発見事業の
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実施に伴い、地域観光新発見事業補助金７００万円を計上しております。県支出金の

県補助金では、１枚めくっていただきまして、総務費県補助金として、交付額の確定

に伴い、しまね総合交付金１２０万１,０００円、民間賃貸住宅建設支援事業の追加

に伴い、しまね定住促進住宅整備支援事業費補助金３２０万円、地域公共交通再編計

画策定業務の実施に伴い、地域生活交通再構築実証事業費補助金３３１万４,０００円

を計上、農林水産業費県補助金として、中山間地域生活機能維持確保支援補助事業の

県補助金分として、中山間地域生活機能維持補助金１３３万３,０００円を計上、災

害復旧補助金として、林道耕田内美線の災害復旧工事に伴い、災害復旧費補助金

２,０４２万９,０００円を計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、寄附金の総務費寄附金として、企業版及び通常版の

ふるさと納税１,５９０万円を計上しております。 

 繰入金の基金繰入金では、繰上償還に伴い、減債基金繰入金１億７,８８３万

２,０００円を計上、ふるさとづくり寄附事業の追加計上に伴い、ふるさと津和野基

金繰入金７９７万円をそれぞれ計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、町債の総務債では、一般単独事業債として、津和野

町まちづくり基金の積立てに伴い、合併特例４,５２０万円を計上、臨時財政対策債

として、発行限度額の確定に伴い、臨時財政対策債２６５万５,０００円を計上、商

工債では、過疎対策事業債として、高付加価値化事業工損調査の実施に伴い、観光施

設整備事業３９０万円を計上、土木債では、公営住宅建設事業債として、事業費の組

替えに伴い、公営住宅建設事業６００万円を減額、一般単独事業債として、町道森野

坂線舗装改修工事に伴い、合併特例２,２４０万円を計上、教育債では、過疎対策事

業債として、津和野中学校に増設工事しますボルダリングウォール設置工事に伴い、

教育の振興事業６１０万円を計上、一般単独事業債として、町内学校電話設備工事及

び学校サーバの更新等に伴い、合併特例１,８５０万円を計上、災害復旧債では、農

林水産業施設災害復旧債として、林道耕田内美線災害復旧に伴う農林水産業施設災害

復旧事業２９０万円をそれぞれ計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（土井 泰一君）  それでは、議案第９５号令和６年度津和野町国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）について御説明いたします。 

 歳出より説明しますので１０ページを、タブレットでは６９ページを御覧ください。 

 国民健康保険事業費納付金の医療費給付分１,３０３万７,０００円増、その次の

ページ、後期高齢者支援金等分５８万６,０００円増、その次のページ、介護納付金

分１５７万６,０００円減は、島根県における事業費納付金の再算定による追加納付

分であります。 

 １枚めくっていただいて、諸支出金の償還金１,５０１万４,０００円増は、令和

５年度普通交付金の確定によるものであります。 

 続いて、歳入を御説明いたしますので８ページを、タブレットでは６８ページを御

覧ください。 

 諸収入の雑入１,５０１万４,０００円増は、令和５年度分の療養給付費等の確定に

よるものであります。その下、繰越金５,５４３万１,０００円増は、令和５年度分の

繰越しであります。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  それでは、議案第９６号を御説明いたします。令和

６年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第２号）でございます。 

 予算書１２ページ、タブレットでは８２ページの歳出を御覧ください。 

 地域支援事業費包括的支援事業任意事業費でございます。包括的継続的ケアマネジ

メント事業費のケアプラン委託料２５９万５,０００円の増額は、実績見込みによる

ものでございます。１ページめくっていただきまして、諸支出金償還金及び還付加算

金でございます。国県支出金等還付金につきましては、令和５年度分の介護給付費等

の国及び県からの交付金確定に伴う還付金として、２,６９４万１,０００円を計上し

ております。 

 戻りまして、予算書８ページ、タブレットでは８０ページの歳入を御覧ください。 

 国庫支出金、国庫負担金の介護給付費負担金６８３万４,０００円の増額、国庫補

助金の調整交付金９９万４,０００円の増額は、それぞれ交付決定によるものでござ
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います。サービス収入、介護予防給付費収入の介護予防サービス計画費収入２９６万

６,０００円の増額は、実績見込みによるものでございます。繰入金、他会計繰入金

の一般会計繰入金３６万７,０００円の減額は、事業費の変更に伴うものでございま

す。繰越金として、令和５年度分の剰余金５,４４６万円を計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  それでは、議案第９７号令和６年度津和野町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）について御説明いたします。 

 歳出から説明いたしますので１０ページを、タブレットでは９２ページを御覧くだ

さい。 

 後期高齢者医療広域連合納付金の保険料負担金１６５万８,０００円増は、前年度

分の確定によるものであります。 

 続いて、歳入を説明いたしますので８ページを、タブレットでは９１ページを御覧

ください。 

 繰越金１６５万８,０００円増は、前年度分の繰越しであります。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  議案第９８号を御説明いたします。令和６年度津和

野町診療所特別会計補正予算（第１号）でございます。 

 予算書１０ページ、タブレットでは１００ページの歳出を御覧ください。 

 予備費として２１１万２,０００円を計上しております。財源につきましては繰越

金でございます。 

 戻りまして、予算書８ページ、タブレットでは９９ページの歳入を御覧ください。 

 繰越金として令和５年度の剰余金２１１万２,０００円を計上しております。 

 以上でございます。 

 続きまして、議案第９９号を御説明いたします。令和６年度津和野町介護老人保健

施設事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 

 予算書１０ページ、タブレットでは１０８ページの歳出を御覧ください。 
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 予備費として８５４万７,０００円を計上しています。なお、財源につきましては

繰越金でございます。 

 戻りまして、予算書８ページ、タブレットでは１０７ページの歳入を御覧ください。 

 繰越金として令和５年度の剰余金８５４万７,０００円を計上しております。 

 以上でございます。 

 続きまして、議案第１００号を御説明いたします。令和６年度津和野町病院事業会

計補正予算（第２号）でございます。 

 予算書８ページ、タブレットでは１１６ページの下段、収益的収入及び支出の支出

を御覧ください。 

 医療費用、経費の負担金及び分担金につきましては、医療従事者住宅の下水道加入

に伴う受益者負担金として７６万円を増額しております。修繕費につきましては、高

圧受電設備の高圧ケーブル張替えに伴い、５５万円を計上しております。 

 続きまして、上段の収入を御覧ください。 

 医業外収益、負担金交付金の他会計負担金につきましては、先ほど支出で御説明い

たしました病院事業費用の増額に伴い、１３１万円を増額しております。 

 １ページめくっていただきまして、資本的収入及び支出の支出でございます。建設

改良費、施設改良費の工事請負費につきましては、医療従事者住宅の下水道接続工事

費として、３３０万５,０００円を増額しております。 

 上段の収入を御覧ください。 

 負担金、他会計負担金の一般会計負担金につきましては、先ほど支出で御説明いた

しました建設改良費の増額に伴い、３３０万４,０００円を増額しております。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（野田 裕一君）  それでは、議案第１０１号を御説明いたします。令

和６年度津和野町水道事業会計補正予算（第２号）でございます。 

 ８ページ、タブレットでは１２５ページの下段、収益的収入及び支出を御覧くださ

い。 

 水道事業費用、営業費用の原水及び浄水費でございます。修繕費につきましては、
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軍場谷浄水場の場内廃材撤去業務により、６４万５,０００円を増額しております。 

 続きまして、配水及び給水費でございます。手当につきましては、児童手当の改正

に伴いまして、１２万円を増額しております。 

 修繕費につきましては、長野ポンプ場送水ポンプ修繕、和田配水池通報装置修繕、

日原第３配水池水系修繕、寺田畑迫地区漏水修繕等として、合計６３４万９,０００円

を増額しております。 

 続きまして、総係費でございます。消耗品費につきましては、水道検針に使います

ハンディターミナルケース購入として、７万５,０００円を増額しております。印刷

製本費は、水道料金、納付通知書兼領収書、１３万２,０００円を増額しております。

手数料でございますが、麓耕地区所有権移転登記料として、１１万９,０００円を増

額しております。 

 以上でございます。 

 続きまして、議案第１０２号を御説明いたします。令和６年度津和野町下水道事業

会計補正予算（第２号）でございます。 

 ８ページ下段、タブレットでは１３３ページを、収益的収入及び支出の支出を御覧

ください。 

 下水道事業費用、営業費用の総係費でございます。児童手当の改正により、１０万

５,０００円増額しております。減価償却費につきましては、令和５年度の固定資産

確定により、合わせて３０４万円増額しております。特別損失のその他特別損失につ

きましては、賞与引当分を４６万１,０００円減額しております。 

 上段の収入を御覧ください。 

 下水道事業収益、営業外収益の他会計補助金でございます。支出で御説明いたしま

した事業費の増減により、２５８万２,０００円減額しております。長期前受け金戻

し入れでございますが、令和５年度の補助金の確定により、６６万５,０００円減額

しております。特別利益のその他特別利益につきましては、令和５年度の消費税還付

として５９３万１,０００円を増額しております。 

 続きまして、１０ページ、タブレットでは１３４ページの資本的収入及び支出を御

覧ください。 
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 収入でございます。資本的収入の他会計補助金でございますが、３０７万５,０００円

を減額しております。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 ここで５分程度休憩とします。９時５０分まで休憩とします。 

午前９時44分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前９時50分再開 

○議長（草田 吉丸君）  休憩前に引き続いて、本会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第１０３号 

日程第１８．議案第１０４号 

日程第１９．議案第１０５号 

日程第２０．議案第１０６号 

日程第２１．議案第１０７号 

日程第２２．議案第１０８号 

日程第２３．議案第１０９号 

日程第２４．議案第１１０号 

日程第２５．議案第１１１号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第１７、議案第１０３号令和５年度津和野町一般会計歳

入歳出決算の認定についてより、日程第２５、議案第１１１号令和５年度津和野町介

護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまで、以上９案件につきま

しては、会議規則第３７条の規定により一括議題とします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第１０３号でございますが、令和５年度津和

野町一般会計歳入歳出決算の認定について、別紙のとおり、監査委員さんの意見書を

付けて議会の認定に付するものでございます。 

 一般会計につきましては、歳入総額１１１億５,０９３万９,９０６円、歳出総額



- 22 - 

１１０億７,７２９万４,７９４円、差引きいたしまして、７,３６４万５,１１２円の

黒字決算となったわけでございますが、この中に繰越明許費繰越額２,２０９万

７,８３７円がございますので、実質収支額といたしましては、５,１５４万

７,２７５円となったものでございます。 

 議案第１０４号でございますが、令和５年度津和野町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定についてでございます。本会計は、歳入総額１０億４,４９７万４８２円、

歳出総額９億８,９５３万８,９５９円で、差引きいたしまして、５,５４３万

１,５２３円の黒字決算となったものでございます。 

 議案第１０５号令和５年度津和野町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

でございますが、本会計は、歳入総額が１４億９３万７,１４１円、歳出総額が

１３億４,６４９万５６７円で、差引きいたしまして、５,４４４万６,５７４円の黒

字決算となったものでございます。 

 議案第１０６号令和５年度津和野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてでございますが、本会計は、歳入総額が３億２,１８０万８４６円、歳出総額

が３億２,０１４万２,４４４円で、差引きいたしまして、１６５万８,４０２円の黒

字決算となったものでございます。 

 議案第１０７号令和５年度津和野町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てでございますが、本会計は、歳入総額が４億５,３０１万６,７９１円、歳出総額が

４億４,８７７万４,１２６円で、差引きいたしまして、４２４万２,６６５円の黒字

決算となったものでございます。 

 議案第１０８号令和５年度津和野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてでございますが、本会計は、歳入総額が４００万６,１５２円、歳出総額が

３６０万４,５８８円で、差引きいたしまして、４０万１,５６４円の黒字決算となっ

たものでございます。 

 議案第１０９号令和５年度津和野町奨学基金特別会計歳入歳出決算の認定について

でございますが、本会計は、歳入総額が１,２７３万５,７７２円、歳出総額が

１,２７３万５,７７２円で、歳入歳出差引きゼロの決算となったものでございます。 

 議案第１１０号令和５年度津和野町診療所特別会計歳入歳出決算の認定についてで
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ございますが、本会計は、歳入総額が６,１１１万２,５５３円、歳出総額が

５,８９９万９,８２１円で、差引きいたしまして、２１１万２,７３２円の黒字決算

となったものでございます。 

 議案第１１１号令和５年度津和野町介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてでございますが、本会計は、歳入総額が３億４,７８７万１,４１６円、

歳出総額が３億３,９３２万３,５４９円で、差引きいたしまして、８５４万

７,８６７円の黒字決算となったものでございます。 

 以上、概要を御説明いたしましたが、各会計につきましては、黒字決算とすること

ができましたことを大変ありがたく思っております。 

 なお、詳細につきましては、会計管理者の方から御説明を申し上げますので、よろ

しくお願いをいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  会計管理者。 

○会計管理者（小藤 信行君）  それでは、議案第１０３号令和５年度津和野町一般会

計歳入歳出決算につきまして御説明いたします。 

 歳入歳出決算書１ページを、タブレットでは２２ページを御覧ください。 

 歳入、１款の町税の収入済額は６億６,１６４万７,８４４円で、歳入全体の

５.９％、前年度に比べ２７１万１,７２７円の増、不納欠損額として１５６万

１,３２３円が計上されております。 

 ３款から１１款までの交付金の合計は、収入済額４９億１,９３２万５,０００円で、

前年度に比べ６,０６８万９,０００円の増となっており、そのうち地方交付税の収入

済額は４７億３,３１４万円の歳入全体の４２.５％となっております。 

 １枚めくっていただいて、１４款の国庫支出金は、収入済額１３億３,１６７万

４,７９０円で、収入全体の１１.９％、前年度に比べ４,０５０万３,９５８円の減、

収入未済額１億９,５１８万８７０円は、繰越明許費充当分となっております。 

 １５款の県支出金は、収入済額６億１,０１３万５,００５円で、収入全体の

５.５％、前年度に比べ９,９１０万９,７２１円の減、収入未済額３,８８４万

１,０００円は繰越明許費財源の充当分となっております。 

 ２１款の町債は、収入済額２５億２,３４４万５,０００円で、収入全体の
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２２.６％、前年度に比べ８億２,４９４万６,０００円の増で、収入未済額１億

６,９９０万円は、繰越明許費財源充当分となっております。 

 歳入合計は、収入済額１１１億５,０９３万９,９０６円で、前年度に比べ８億

５,４９０万７,１２３円の増となっております。 

 １枚めくっていただいて、歳出、１款の議会費は、支出済額６,４８２万９,３６３円、

前年度に比べ２７７万６,０４３円の減となっております。 

 ２款の総務費は、支出済額２３億２,５４３万４,１３０円、支出全体の２１％を占

めており、前年度に比べ３億９,１１５万１,５１０円の増で、財産管理費に前年度繰

越明許費１億８,５９０万８６円が含まれております。また、社会保障・税番号制度

システム整備及び旧日原保育園解体事業で翌年度繰越額が計上されております。 

 ３款の民生費は、支出済額１５億６,７２５万３,６９２円、歳出全体の１４.１％

を占めており、前年度に比べ２億５,７７７万２,４９３円の減となっております。

４款の衛生費は、支出済額８億１,８３８万４,６１５円、前年度に比べ２,０７７万

４,７４０円の増。 

 ６款の農林水産業費は、支出済額４億９,５７６万３,０２３円、前年度に比べ

８６６万１,７９８円の減で、農業水路等長寿命化防災減災事業で翌年度の繰越額が

計上されております。 

 ７款の商工費は、支出済額３億８,０６４万６,８１２円、前年度に比べ４億

３,５１２万７,２４１円の減となっております。 

 ８款の土木費は、支出済額１１億７,２６０万３,９００円、歳出全体の１０.６％

を占めており、前年度に比べて３億２８６万６９９円の増。地籍調査事業費、道路新

設改良費などに前年度繰越明許費が２億２,４０１万３,２０７円が含まれております。

また、翌年度繰越額が充当されておりますが、主な事業につきましては、道路長寿命

化対策事業費となっております。 

 ９款の消防費は、支出済額６億１,５０７万１１７円、前年度に比べ３億１,９１７万

１,２７４円の増、非常備消防費、災害対策費に前年度繰越明許費１億７５８万

２,４２０円が含まれております。 

 １枚めくっていただいて、１０款教育費、支出済額１９億９,２７３万６,５２４円、
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歳出全体の１８％を占めており、前年度に比べ６億６,３６８万７,８６１円の増、学

校給食センター費に前年度事故繰越し２億７,６７４万７,３３０円と、学校給食費、

教育諸費などに前年度繰越明許費３億８,３４３万７,１００円が含まれております。

また、翌年度繰越額が計上されておりますが、主な事業は、日原山村開発センター代

替施設整備事業、多胡家表門保存・修理事業となっております。 

 １１款の災害復旧費は、支出済額１億５,２６４万５,９４０円、前年度に比べて

１億６,６９７万９,７８３円の減となっております。現年農地農業用施設、現年公共

土木施設災害復旧費に前年度事故繰越し２,８３６万２,８４０円と、現年農地農業用

施設、現年公共土木施設などに前年度繰越明許費４,９１１万８,７００円が含まれて

おります。 

 また、翌年度繰越額が計上されておりますが、主な事業は、現年公共土木施設、過

年社会教育施設災害復旧事業となっております。 

 １２款の公債費は、支出済額１４億５,３７３万７,３５２円、歳出全体の

１３.１％を占めており、前年度に比べ１億１,６０８万１,８７１円の増。 

 １３款の諸支出金は、支出済額３,７５９万６,３２６円で、１,７３１万

１,４９７円の増となっております。 

 歳出合計は、支出済額１１０億７,７２９万４,７９４円で、前年度に比べ９億

５,９７３万５,０９４円の増となっており、翌年度繰越額は４億２,６０１万

９,７０７円となっております。 

 続きまして、議案１０４号国民健康保険特別会計歳入歳出決算につきまして御説明

いたします。 

 歳入歳出決算書１ページ、タブレットでは２１８ページを御覧ください。 

 歳入、１款の国民健康保険税は、収入済額１億３,３１４万８,２９８円、歳入全体

の１２.８％を占めており、前年度に比べ５６０万６,００３円の増となっております。 

 歳入合計は、収入済額１０億４,４９７万４８２円、前年度に比べ３８４万

５,８６７円の減となっております。 

 １枚めくっていただいて、歳出の２款の保険給付費、支出済額７億５,８２３万

６,６７８円、歳出全体の７６.６％を占めており、前年度に比べ１,２３９万
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３,９０５円の増となっております。 

 歳出合計は、支出済額９億８,９５３万８,９５９円、前年度に比べ３,１６４万

６,４９１円の減となっております。 

 続きまして、議案１０５号の介護保険特別会計の歳入歳出決算につきまして御説明

いたします。 

 歳入歳出決算書１ページ、タブレットでは２３６ページを御覧ください。 

 歳入、１款の介護保険料は、収入済額１億９,５９６万８,０００円、歳入全体の

１４％、前年度に比べ２５８万３,４４４円の減、不納欠損額として７４万９,０００円

が計上されております。 

 歳入合計は、収入済額１４億９,０９３万７,１４１円、前年度に比べ１８万

７,８１８円の減となっております。 

 １枚めくっていただいて、歳出、２款の保険給付は、支出済額１２億２,１５６万

５,６６７円、歳出全体の９０.７％を占めており、前年度に比べ１,６５４万

７,８９５円の減となっております。 

 歳出合計は、支出済額１３億４,６４９万５６７円、前年度に比べ１,７０５万

８,５８３円の減となっております。 

 続きまして、議案１０６号後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算につきまして御

説明いたします。 

 歳入歳出決算書１ページ、タブレットでは２６１ページを御覧ください。 

 歳入、１款の後期高齢者医療保険は、収入済額９,９９５万６９円、歳入全体の

３１.１％を占めており、前年度に比べ１０５万９５９円の増となっております。 

 歳入合計は、収入済額３億２,１８０万８４６円、前年度に比べ９５万３,８１５円

の増となっております。 

 １ページをおめくりください。歳出、２款の後期高齢者医療広域連合納付金は、支

出済額３億１,３５０万２,８１０円、歳出全体の９７.９％を占めており、前年度に

比べ７９万７,８９５円の減となっております。 

 歳出合計は、支出済額３億２,０１４万２,４４４円、前年度に比べ３８万

９,８０５円の減となっております。 
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 続きまして、議案１０７号の下水道事業特別会計の歳入歳出決算について御説明い

たします。 

 歳入歳出決算書１ページ、タブレットでは２７１ページを御覧ください。 

 歳入、２款の使用料及び手数料は、収入済額５,８５４万１,３７４円、歳入全体の

１２.９％を占めており、前年度に比べ１２万２,８０８円の増となっております。 

 また、７款の町債は、収入済額１億７,０７０万円、歳入全体の３７.７％、前年度

に比べ８,９４０万円の増となっております。 

 歳入合計は、収入済額４億５,３０１万６,７９１円、前年度に比べ１億２,４９６万

１,８４４円の増となっております。 

 １枚めくっていただいて、歳出、１款の下水道事業費は、支出済額２億５,４４６万

７,５３３円、歳出全体の５６.７％を占めており、前年度に比べ１億２,３３０万

８,２９６円の増となっております。施設整備費に、前年度繰越明許費４,０９７万

３,８６４円が含まれております。 

 歳出合計は、支出済額４億４,８７７万４,１２６円、前年度に比べ１億２,１４６万

３,０７８円の増となっております。 

 続きまして、議案第１０８号の農業集落排水事業特別会計の歳入歳出決算につきま

して御説明いたします。 

 歳入歳出決算１ページ、タブレットでは２８４ページを御覧ください。 

 歳入、１款の使用料及び手数料は、収入済額８５万６,０３１円、歳入全体の

２１.４％、前年度に比べ６万１,３１４円の減となっております。 

 歳入合計は、収入済額４００万６,１５２円、前年度に比べ１０万４,８２６円の増

となっております。 

 １枚めくっていただいて、歳出、１款の農業集落排水事業費は、支出済額１４９万

３,３０７円、歳出全体の４１.４％を占めており、前年度に比べ２２万６,８６５円

の減となっております。 

 歳出合計は、支出済額３６０万４,５８８円、前年度に比べ２２万７,６１７円の減

となっております。 

 続きまして、議案第１０９号奨学基金特別会計の歳入歳出決算につきまして御説明
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いたします。 

 歳入歳出決算書１ページ、タブレットでは２９３ページを御覧ください。 

 歳入、４款の諸収入は、収入済額６６９万４,８００円、収入全体の５２.６％を占

めており、前年度に比べ１８８万２,８００円の増となっております。 

 歳入合計は、収入済額１,２７３万５,７７２円、前年度に比べ１３６万２,８７８円

の増となっております。 

 １枚めくっていただいて、歳出につきまして、歳出合計は、支出済額１,２７３万

５,７７２円、前年度に比べ、１３６万２,８７８円の増となっております。 

 続きまして、議案第１１０号の診療所特別会計の歳入歳出決算につきまして御説明

いたします。 

 歳入歳出決算１ページ、タブレットでは３０２ページを御覧ください。 

 歳入、１款の診療収入は、収入済額５,７６６万８,６１２円、歳入全体の

９４.４％を占めております。前年度に比べ１８７万１,０４８円の増となっておりま

す。 

 歳入合計は、収入済額６,１１１万２,５５３円で、前年度に比べ３７１万

８,０２５円の減となっております。 

 １枚めくっていただいて、歳出の合計は、支出済額５,８９９万９,８２１円、前年

度に比べ４８５万６,１２０円の減となっております。 

 続きまして、議案第１１１号の介護老人保健施設事業特別会計の歳入歳出決算につ

きまして御説明いたします。 

 歳入歳出決算書１ページ、タブレットでは３１１ページを御覧ください。 

 歳入、１款の介護老人保健施設事業収入は、収入済額２億６,８１３万８,２９０円

となっており、歳入全体の７７.１％を占めております。前年度に比べ９４０万

３,７８５円の増となっております。 

 歳入合計は、収入済額３億４,７８７万１,４１６円、前年度に比べ３,３０４万

７,７９１円の増となっております。 

 １枚めくっていただいて、歳出、１款の介護老人保健施設事業費は、支出済額３億

１,７５３万１,３５３円、歳出全体の９３.６％を占めており、前年度に比べ
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３,６５６万９,４０６円の増となっております。 

 歳出合計は、支出済額３億３,９３２万３,５４９円、前年度に比べ３,７９１万

９,６６９円の増となっております。 

 以上で、令和５年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算の説明を終わります。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより、監査委員の審査意見の報告を求めます。一般会計より、順次お願いをい

たします。大庭監査委員。 

○代表監査委員（大庭 郁夫君）  おはようございます。去る８月２６日に町長に提出

いたしました令和５年度歳入歳出決算審査意見書について御説明を申し上げます。 

 この意見書は、地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき審査に付された令和

５年度津和野町一般会計及び特別会計歳入歳出決算書、並びに関係諸帳簿、証書類等

を審査した結果でありまして、その概要及び意見は、次のとおりであります。 

 審査の対象は、令和５年度津和野町一般会計歳入歳出決算書、並びに令和５年度津

和野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算書ほか７件、合わせて９会計でございます。 

 審査の期間は、７月２０日から８月２２日まででございます。 

 審査の総括意見でございますが、町長より審査に付された各会計の決算書について、

関係諸帳簿、伝票、並びに証書書類等との照合、関係資料の分析、比較検討等、通常

実施すべき審査を実施いたしました。 

 この結果、各会計共に、決算書数値は正確で、かつ合法的であり、関係帳簿、証書

類と整合しており、財産運用、管理も概ね適切であると認めました。以下、内容につ

いて記述しております。 

 それぞれ、表を掲げておりますけれども、これにつきましては、執行部から提出さ

れた決算書、事務報告書、決算資料から引き出して作成したものでありまして、増減

の比較・分析を付記しております。 

 なお、ほとんどの数値が千円単位でくくっておりますので、千円未満四捨五入の関

係で、中には整合しない箇所もあるかと思いますが、御了承願いたいと思います。 

 ２ページを御覧ください。一般会計の決算収支状況でありますが、令和５年度にお

きましては、単年度収支がマイナス３,９０１万４,０００円、実質単年度収支は
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７,４５８万８,０００円でありました。 

 次の歳入歳出の状況につきましては、先ほど執行部から説明がありましたので省略

をさせていただきます。 

 なお、表の下にそれぞれ分析とかコメントをつけておりますので、これは後ほど御

覧いただきたいと思います。 

 ７ページを御覧ください。性質別歳入歳出決算状況であります。 

 まず、歳入における自主財源が１６億５,９０１万４,０００円で、対前年１億

８２３万１,０００円の増、構成比は１５％であります。これは、ふるさと津和野基

金、津和野まちづくり基金からの繰入金等で、６,６７４万４,０００円の増、財産収

入で、安野光雅美術館のグッズ売払収入と有価証券等配当金等で、１,４８５万

１,０００円の増、諸収入で、北斗台線の事業費戻入れ等で、２,３５０万１,０００円

の増が大きく影響していると考えられます。 

 依存財源は９４億９,１９２万６,０００円で、対前年７億４,６６７万６,０００円

増であります。その主なものは、町債の８億２,４９４万６,０００円の増額でありま

す。 

 ８ページを御覧ください。一方の歳出についてでありますけれども、一番大きいの

が投資的経費の普通建設事業費で２８億５,４４５万２,０００円で、対前年７億

１,０５７万６,０００円の増であります。これは主には、学校給食センター、それか

ら、地域活性化複合施設の建設事業に係るものでございます。 

 続いて、その他の経費の補助費等で１９億９,３８１万９,０００円、対前年４億

２,９０５万９,０００円増であります。これの主なものは、益田広域市町村圏事務組

合の消防費の負担金でございます。 

 ３番目が、義務的経費の公債費で１４億５,３７３万７,０００円、対前年１億

１,６０８万２,０００円の増となっております。 

 ９ページを御覧ください。財政構造の分析でありますけれども、表の左の県内市町

村単純平均数値と比較しながら御覧いただければと思いますが、経常収支比率は

８８.０％、公債費比率が２６.１％、人件費比率２２.８％、物件費比率１０.９％、

実質収支比率１.０％、実質公債費比率１１.１％であります。そして、財政力指数は



- 31 - 

０.１６０となっております。 

 少し飛ばさせていただきますけども１１ページを御覧ください。使用料及び手数料

の状況でありますが、使用料におきましては１億２,１７１万４,０００円と、対前年

８３１万２,０００円、７.３％の増額となっておりますけれども、収入未済で住宅使

用料が対前年１７１万５,０００円増えて７８２万６,０００円となっております。 

 １２ページの手数料につきましては、２,２２２万８,０００円で、対前年２２万円、

１.０％減となっております。 

 次に、１３ページを御覧ください。地方債の現在高の状況でありますが、令和５年

度末の現在高が１５８億３,３５３万５,０００円で、６年３月末の人口が６,４６６人

でありますので、町民１人当たりにしますと２４４万９,０００円となり、４年度よ

りも２５万７,０００円増えております。 

 １４ページを御覧ください。滞納額の状況でありますが、固定資産税が３,３４６万

３,０００円で、前年度と比較して２０万２,０００円増となっております。 

 １５ページを御覧ください。職員の時間外勤務状況でありますが、時間数で対前年

１,１１５時間の減となっております。主たる要因は、津和野駅等の事業完了や災害

復旧工事に係る事務の減少もありますけれども、職員の復職や業務の効率化、業務配

分の見直しが進められたこともあるようであります。そして、昨年は７名ありました

２００時間以上の職員は、今年度は該当がありませんでした。 

 それでは次に、特別会計のほうに移らせていただきますけれども、１６ページを御

覧ください。各会計別の執行状況の総括表でありまして、８つの特別会計の合計額で

申し上げますと、調定額が３６億５,５０３万６,０００円、それに対しまして、収入

済額は３６億４,６４５万１,０００円、不納欠損額が７４万９,０００円、収入未済

額が７８３万６,０００円、収納率９９.８％であります。 

 歳出は、予算額が３６億４,５９０万８,０００円、支出済額３５億１,９６１万

１,０００円、不用額１億２,６２９万７,０００円、執行率９６.５％、差引残高１億

２,６８４万円となっております。 

 次に、基金の残高状況でございますが、これも合計で申し上げますと、５年度末で

２億２,９３２万９,０００円、６６万１,０００円の増額となっております。 
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 １７ページを御覧ください。滞納額の状況でありますが、これも合計で申し上げま

すと７６４万６,０００円で、前年度比では１８万９,０００円の増となっており、特

に下水道使用料が増えております。 

 以下、奨学基金については省略をさせていただきます。 

 最後に１８ページ、審査意見を申し上げます。 

 まず１点目でございます。中期財政計画は、将来にわたり健全な財政運営を行って

いくため、町総合振興計画との整合性を図った上で中期的な財政収支の見通しを示す

もので、大変重要な計画と考えられますけれども、現状は、制度、実効性共に十分な

協議がなされた状況ではないと思われます。職員への意識徹底を図り、協議見直しに

努められたい。 

 ２点目でございます。地方債残高は、近年、増加傾向にあり、令和５年度末は

１１億２,９１２万２,０００円増額の１５８億３,３５３万５,０００円となり、町民

１人当たりの負担額は２４４万９,０００円に上昇いたしました。合併特例債の使用

期限が迫っていることもありますけれども、将来的なランニングコストも考え合わせ、

今後の発行には住民との意見交換等を行いながら慎重に対応されたい。 

 ３点目でございます。令和５年度は財政調整金の積増しができませんでしたけれど

も、市場金利の上昇が進む状況にあることから、安定的な一時借入財源としても、今

後、増額が必要である。計画的な積立てと運用に努められたい。 

 ４点目、滞納額が、町税で前年度比６８万９,０００円増の３,５３３万５,０００円、

使用料で１７１万５,０００円増の７８２万６,０００円、特別会計で１８万

９,０００円増の７６４万６,０００円と年々増加しております。物価の高騰や雇用状

況など、様々な要因があると思いますけれども、事務的な督促だけでなく、直接本人

に接触するなど、関係課連携して徴収に努められたい。 

 ５点目、終わりに、住民が将来にわたり安心して暮らせるまちづくりを進めるため

にも、行財政改革を推し進め、効率的な財政運営に努められたい。 

 以上、審査意見とさせていただきます。 

○議長（草田 吉丸君）  ありがとうございました。 

 それでは、審査意見報告に対する監査委員への質疑に入ります。 
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 初めに、一般会計について質疑を受けます。ありませんか。川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  最後の審査意見のところについての質問でもよろし

いでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  はい、どうぞ。 

○議員（１１番 川田  剛君）  ただいまの審査意見、大変厳しい審査意見だなとい

うふうに感じたところでありますけれども、２点ほどお伺いさせていただきます。 

 まず１点目であります。審査意見１のところにありました、この中期財政計画につ

いてでありますけれども、中期的な財政収支の見通しを示すものとありながらも、現

状は制度、実効性共に十分な協議がなされた状況にないという御指摘でありました。

どういった点を指してのことだったのかをお尋ねしたいと思います。 

 ２点目でありますけれども、２点目のところで、地方債残高のことでありますが、

この合併特例債の使用について、町民との意見交換を行うというようなことでござい

ますけれども、どういったことを指して、合併特例債の使用について住民との意見交

換を求められているのか、どういった点が課題で、どういった点が改善されるべきと

いう御指摘なのかをお尋ねいたします。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  大庭監査委員。 

○代表監査委員（大庭 郁夫君）  まず１点目の、中期財政計画の関係でございますけ

れども、私達も各課長とヒアリングをやっておるわけでございますけれども、その中

で出てくるのが、中期財政計画に上がっていないような計画が、ある程度、重要な位

置を占めるような点も出てまいりました。そういった意味で書かせていただきました

し、今現在、上がっているものでも、もう必要がない計画もあるように、ちょっと伺

いました。 

 そういった点で、もう少しその辺を、この中期財政計画、５年間の計画ではござい

ますけれども、将来にわたっての構想との関係もございますし、その点は、もう少し

庁議等で協議をしていただきたいという思いで書かせていただいたものでございます。 

 それと、意見交換の関係でございます。これは、どれをというわけではございませ

んけれども、いろいろ私達にも耳に入ってきたりする中で、いろんな、あれとか新聞
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報道等もございますけれども、少しいろんな住民の意見を十分に把握が、ある程度は

やっているんだとは思いますけども、されていない部分が見られるように感じており

ます。いろいろ大事なものでありますけども、将来的なことも、もう少し丁寧に住民

の方に説明していただいて、計画を、前にやったからつくるというようなものではな

しに、やはりもう少し、そういう住民の人と協議する時間を取っていただいて進めて

いただけたらと思って、そういう意味で、ここは住民との意見交換というところを出

させていただいたところでございます。 

○議長（草田 吉丸君）  川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  つまり２番目の合併特例債を使うことについて住民

の意見交換をするという意味ではないということでよろしいですよね。つまり計画性

を持って事業を進めていく上で意見交換をするということであって、これを見ると、

合併特例債を使うのに住民との意見交換会を開かないといけないような感じを受けま

したので、そこは、ちょっと住民の方には理解しづらいところがあるのかなと思いま

したので質問させていただきました。もし違っているようでありましたらお願いいた

します。 

○議長（草田 吉丸君）  大庭監査委員。 

○代表監査委員（大庭 郁夫君）  ちょっと言葉足らずでございましたけれども、今議

員さんが申されたとおり、合併特例債に限ったことではございませんし、合併特例債

というのは、もう２か年が限度でございますので、それは現在計画されていることを

進める部分も必要ではあるかと思いますし、期限もございます。ほかのも併せてとい

う意味で書かせていただいたところでございます。 

○議長（草田 吉丸君）  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、一般会計に対する質疑を終結します。 

 次に、各特別会計について、一括して質疑を受けます。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、特別会計に対する質疑を終結します。 

────────────・────・──────────── 
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日程第２６．議案第１１２号 

日程第２７．議案第１１３号 

○議長（草田 吉丸君）  続きまして、日程第２６、議案第１１２号令和５年度津和野

町病院事業会計歳入歳出決算の認定について及び日程第２７、議案第１１３号令和

５年度津和野町水道事業会計歳入歳出決算の認定について、以上２案件につきまして

は、会議規則第３７条の規定により一括議題とします。 

 執行部に提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第１１２号でございますが、令和５年度津和

野町病院事業会計歳入歳出決算の認定について、監査委員さんの意見書を添えまして

議会の認定に付するものでございます。 

 収益的事業では、当年度純利益２,７６５万２,３９９円に対し、前年度繰越利益剰

余金がありませんでしたので、当年度未処分利益剰余金が２,７６５万２,３９９円と

なったものでございます。 

 資本的事業でございますが、収入、支出差引１,８８８万２,８９０円の不足額が生

じましたので、過年度分損益勘定留保資金から補填をいたしまして決算をさせていた

だいたものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げますのでよろしくお願

いをいたします。 

 議案第１１３号でございますが、令和５年度津和野町水道事業会計歳入歳出決算の

認定について、議会の認定に付するものでございます。 

 収益的事業では、当年度純利益３,３９１万７,１８３円に対し、その他未処分利益

剰余金変動額３,３１０万８,６１３円で、当年度未処分利益剰余金が６,７０２万

５,７９６円となったものでございます。 

 資本的事業でございますが、収入、支出差引７,３０３万４,９０１円の不足額が生

じましたので、当年度消費税資本的収支調整額１,１８８万１,９５８円、減価償却費

等の現年度分損益勘定留保資金２,８０４万４,３３０円、減債積立金３,３１０万

８,６１３円で補填をさせていただきまして、決算をさせていただいたものでござい

ます。 
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 なお、詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げますのでよろしくお願

いをいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  議案第１１２号を御説明いたします。令和５年度津

和野町病院事業会計歳入歳出決算の認定についてでございます。 

 決算書１ページ、タブレットでは３３２ページの決算報告書を御覧ください。 

 収益的収入及び支出でございます。上段の病院事業収益の決算額は８億５,８３０万

８,４７７円で、うち仮受消費税及び地方消費税は６０８万２,３７６円となります。

下段の病院事業費用の決算額は８億２,４５８万６,０７８円で、うち仮払消費税及び

地方消費税は３万８,６７９円となります。 

 １ページめくっていただきまして、資本的収入及び支出でございます。上段の資本

的収入の決算額は８,５５１万２,８９１円、下段の資本的支出の決算額は１億

４３９万５,７８１円で、うち仮払消費税及び地方消費税は６０７万円となります。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１,８８８万２,８９０円は、

減価消却費等の過年度分損益勘定留保資金で補填をしております。 

 １ページめくっていただきまして、損益計算書について御説明いたします。金額欄

の中ほど、または右側の欄を御覧いただきたいと思います。 

 まず１の医業収益は６億９,２３５万５,６１６円、２の医業費用は８億１,４２３万

６,６１６円、３の医業外収益は１億４,７３８万１,９５７円、４の医業外費用は

１,０３３万７,０８６円となり、経常利益は１,５１６万３,８７１円となります。 

 特別利益の過年度損益修正益は１,２４８万８,５２８円となり、以上から、当年度

純利益は２,７６５万２,３９９円となります。 

 次ページ以降の剰余金計算書、貸借対照表及び決算附属書類等につきましては、決

算審査特別委員会にて御説明をいたします。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（野田 裕一君）  それでは、議案第１１３号令和５年度津和野町水道

事業会計歳入歳出決算について御説明いたします。 
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 令和５年度津和野町水道事業会計決算書を御覧ください。 

 それでは、１ページを御覧ください。収益的収入及び支出でございます。上段の収

入である水道事業収益、決算額は３億７,０５６万１,８６５円で、うち仮受消費税及

び地方消費税は１,４２３万５,７２４円となります。下段の支出であります水道事業

費用、決算額は３億３,２３４万９,６４３円で、うち仮払消費税及び地方消費税は

９９４万６８５円となります。 

 ページをめくっていただきまして、次ページを御覧ください。資本的収入及び支出

でございます。上段の資本的収入の決算額は３億１,７６９万４,０００円、下段の資

本的支出の決算額は３億９,０７２万８,９０１円となり、うち仮払消費税及び地方消

費税は２,２０５万９,９２２円となります。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額７,３０３万４,９０１円は、

当年度消費税資本的収支調整額、現年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補填し

ております。 

 続きまして、次ページの損益計算書について御説明いたします。税抜金額の数値と

なっております。金額欄の中ほど、または右側の列を御覧いただきたいと思います。 

 まず１の営業収益は１億４,２８６万７５１円、２の営業費用は２億８,８３５万

８,５８４円、３の営業外収益は２億１,３４６万５,３９０円、４の営業外費用は

３,３９１万６,３５４円となり、経常利益は３,４０５万１,２０３円の利益となりま

す。特別損失マイナス１３万４,０２０円となります。以上から、当年度純利益は

３,３９１万７,１８３円となります。 

 その他未処分利益剰余金変動額が３,３１０万８,６１３円であったことから、当年

度未処分利益剰余金は６,７０２万５,７９６円となりました。 

 次ページ以降の剰余金計算書、貸借対照表、決算附属書類等につきましては、決算

審査特別委員会にて御説明をいたします。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより監査委員の審査意見の報告を求めます。大庭監査委員。 

○代表監査委員（大庭 郁夫君）  それでは、去る７月１９日に町長に提出いたしまし
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た令和５年度津和野町公営企業会計決算審査意見書について御説明申し上げます。 

 この意見書は、地方公営企業法第３０条第２項の規定により審査に付された令和

５年度津和野町公営企業会計決算書並びに関係帳簿、証書類を審査した結果でありま

して、その概要、意見は次のとおりであります。 

 審査の期日は、６月２４日から２６日までの３日間であります。 

 審査の方法は、津和野町病院事業及び津和野町水道事業経営を地方公営企業法その

他関係法令の定めるところにより、目的を達成するため合理的に行われたかについて、

書類の照合と検証を実施いたしました。 

 審査の結果でございますが、決算書数値は正確で、かつ合法的であり、関係帳簿、

証書類と整合しており、適切であると認めました。 

 以下、内容ごとに記述したものでございますが、各表の数値につきましては、先ほ

どの執行部の説明と重複しますので省略させていただきます。 

 ５ページを御覧ください。病院事業会計の総括意見でございますけれども、入院患

者数については年間１万５,３６９人で、昨年と比較すると７８２人、５.４％の増で、

入院収益については、診療単価の減はあったものの、平均在院日数の大幅減少により、

３,４８５万８,０００円、７.４％の増となった。したがって、病床稼働率も平均

８５.７％で、対前年４.１％増となり、近年は高率で推移している。 

 一方、外来患者数については、年間１万７,８３３人、日平均７３.７人で、昨年と

比較すると年間４８８人の微増でありましたけれども、収益面では診療単価の減によ

り２４６万３,０００円、１.７％の減となりました。今後の安定した診療体制の構築

を図るため、不足している看護師等の人材確保による職場環境の改善に努め、継続し

た医業収益の拡大と町民の利便性向上に努められたい。 

 以上が、津和野町病院事業会計についてであります。 

 そして、最後の９ページを御覧ください。津和野町水道事業会計の総括意見でござ

います。 

 １点目として、水道料の改定方針が決定されたこともあり、まずは施設の統廃合や

検針方法、検査コストなど維持管理費用の見直しを行うとともに、早期に住民への丁

寧な説明、対応に努められたい。 
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 ２点目ですが、本年の有収率が前年の２.９ポイント増から一転して、５.９ポイン

ト減へと大幅に減少した原因は、主に漏水で、１日当たり約６トンであり、人員体制

も含め、早急な対応が必要である。令和５年度でもって大規模事業が一段落したこと

もあり、既存の施設や管路の老朽化に伴う改修計画のペースアップに努められたい。 

 以上、審査意見とさせていただきます。 

○議長（草田 吉丸君）  ありがとうございました。 

 それでは、審査意見報告に対する監査委員への質疑に入ります。ありませんか。横

山議員。 

○議員（５番 横山 元志君）  水道会計の監査意見のところで、漏水が日に６トンと

ありますが、これは大規模事業が一段落する前のことですか、それとも今も現状そう

なんでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  大庭監査委員。 

○代表監査委員（大庭 郁夫君）  これは５年度のなので、数値で見ておりますので、

並行した形には、事業はまだ５年度中に完了でしたですね。ですけ、並行した分もあ

ろうかと思いますが、主には既存の、もう古くなった老朽化した給配水施設というふ

うに考えていいのではないかと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 大庭監査委員、大江監査委員におかれましては、大変お疲れでございました。あり

がとうございました。 

 ここで１１時まで休憩といたします。 

午前10時51分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時00分再開 

○議長（草田 吉丸君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 監査委員に対する質疑は終了しましたが、ここで、議案第１０３号令和５年度津和

野町一般会計歳入歳出決算の認定についてより、議案第１１３号令和５年度津和野町
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水道事業会計歳入歳出決算の認定についてまで、執行部に対して総括的に特に質疑が

あればこれを許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、執行部に対する質疑を終結します。 

 冒頭、議会運営委員長より報告がありましたように、決算議案につきましては、特

別委員会を設置することになっております。 

 お諮りします。決算の認定に関する１１案件につきましては、５人の委員をもって

構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、会期中の審査としたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  御異議なしと認めます。したがって、決算の認定に関する

１１案件につきましては、５人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、会期中の審査とすることに決しました。 

 各常任委員会より、委員の選出をお願いします。これより、委員選出協議のため、

暫時休憩とします。 

午前11時04分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時07分再開 

○議長（草田 吉丸君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、津和野町議

会委員会条例第７条第４項の規定により、総務経済常任委員会より横山元志議員、川

田剛議員、御手洗剛議員、文教民生常任委員会より、寺戸昌子議員、田中海太郎議員

の以上５名を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました

５人の方を決算審査特別委員会の委員に選任することに決しました。 

 なお、決算審査特別委員会に地方自治法第９８条第１項の検査の権限を付与したい

と思いますが、これに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  異議なしと認めます。したがって、決算審査特別委員会に地

方自治法第９８条第１項の検査の権限を付与することに決しました。 

 なお、先ほどの休憩中に、決算審査特別委員会の正副委員長を選任いただき、委員

長に横山元志議員、副委員長に川田剛議員がそれぞれ選任されましたので、御報告を

します。 

 それでは、ここで選任されました横山委員長より挨拶を受けたいと思います。横山

議員。 

○決算審査特別委員会委員長（横山 元志君）  ただいま決算審査特別委員会の委員長

に選任されました横山元志でございます。１期３年目の身でありながら、このような

大役を仰せつかり恐悦至極に存じます。執行部の皆様と協力をいただきながら、委員

一同、慎重審議の上、審査を進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

します。 

○議長（草田 吉丸君）  ありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．報告第２号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第２８、報告第２号令和５年度津和野町財政健全化判断

比率等について、執行部より報告を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、報告第２号令和５年度津和野町財政健全化判断比

率等についてでございますが、地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づきまし

て、健全化判断比率等を監査委員さんの意見書をつけて報告するものでございます。

内容につきましては、担当課長から御報告をいたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（草田 吉丸君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（益井 仁志君）  それでは、報告第２号を御説明申し上げます。１枚

めくっていただきまして、別紙を御覧ください。 

 まず、健全化判断比率報告書でございます。一般会計等を対象としました実質赤字

比率及び公営企業会計を含む全会計を対象としました連結実質赤字比率につきまして
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は、いずれも黒字決算のため算定をされておりません。実質公債費比率につきまして

は、一般会計等が負担する公債費、この中には公営企業や一部事務組合、債務負担行

為に基づく公債費分も含みますけれども、この公債費が標準財政規模に占める割合を

３か年間の平均で示したものでありまして、自治体の実質的な借金返済負担の重さを

示す指標でございます。 

 令和５年度は１１.１％となり、対前年度比と比べまして０.９ポイント増加してお

ります。将来負担比率につきましては、一般会計等の地方債残高や債務負担行為、公

営企業、一部事務組合などの地方債残高のうち、一般会計等が負担するものから、基

金などの資産額を差し引いた額が標準財政規模の何倍にあるかを示したものでござい

ます。令和５年度は８９.５％で、前年度より２.３ポイント増加しております。 

 次に資金不足比率報告書でございますが、令和５年度決算におきましては、資金不

足の生じた特別会計はありませんので算定はしておりません。 

 以上報告いたします。 

○議長（草田 吉丸君）  特に質疑があればこれを許しします。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２９．報告第３号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第２９、報告第３号株式会社津和野開発の経営状況につ

いて、執行部より報告を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、報告第３号でございますが、株式会社津和野開発

の経営状況について御報告するものでございます。内容につきましては、担当課長か

ら御報告をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  それでは、報告第３号株式会社津和野開発

の経営状況について御説明いたします。 

 初めに３ページ、損益計算書を御覧ください。第２９期におきましては、売上高が

４億５,７２３万１,３８３円となっております。売上原価は２億１,３２１万



- 43 - 

３,４５１円となっておりまして、差引き２億４,４０１万７,９３２円が売上総利益

となっております。 

 次に、当期の販売費及び一般管理費が２億９,０７６万３,５３１円で、これを売上

総利益から差し引きますと、マイナス４,６７４万５,５９９円の営業損失となりまし

た。各部門ごとの状況につきましては、ページをめくっていただきまして、参考資料

の令和５年度事業部門別損益比較を御覧ください。 

 この表の中の下から５行目、営業利益（損失）の欄を御覧ください。シルクウェイ

にちはら事業部につきましては、マイナス１,３９９万８,０００円、なごみの里事業

部につきましては、マイナス２,８５２万２,０００円、リゾート事業部につきまして

は、マイナス４１８万２,０００円となっております。 

 シルクウェイにちはら及びなごみの里につきましては、売上高、利用客者数ともに

増加しており、営業努力も伺えますが、原油高騰や物価高騰による管理費の増加が著

しく、経営環境を厳しいものにしておることが伺えます。 

 ４ページの販売費及び一般管理費の内訳を御覧ください。 

 水道光熱費が８,０２６万３,０００円となっておりまして、前年度と比較しまして、

１５６万１,０００円ほど増加しております。令和２年度から比較しますと、

２,４７５万円増加しておりまして、原油高騰、物価高騰は大きな経営負担となって

おります。この経営負担を軽減するために、令和５年度におきましても、新型コロナ

関連の原油高騰、物価高騰に対する支援としまして、７７７万５,０００円を町から

補助金として支出しております。また、固定資産の減価償却でございますが、減価償

却上限額の半額に当たります６３５万６,２５１円について実施をしております。 

 ３ページの損益計算書にお戻りください。 

 営業外収益としまして、１,１５３万６,６３８円、営業外費用としまして、１４７万

１,５６０円がございます。特別損失を差し引いた後に、住民税、法人税及び事業税

を差し引きますと、当期の純損失はマイナス３,７２０万７,０３２円となりました。 

 次に、２ページの貸借対照表を御覧ください。前期の繰越利益剰余金がマイナス

３,８８３万８,８６８円、これに加え、利益準備金と当期の純損益を加えますと、利

益剰余金はマイナス７,６０４万５,９００円となります。これにより、準資産合計は
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１,３８１万３,５０５円となりました。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  特に質疑があれば、これを許します。川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  ３ページの損益計算書の地域サポート事業というの

はどういったものになるんでしょうか。以前、テナントの収入とかも入っていたと思

うんですけど、一緒になって見にくくなっていますので、お願いします。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  この部分は買い物支援センターの津和野開

発が受けておったというところでございますので、買い物支援センターに係る事業の

売上げだということで、御理解いただければと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  いわゆるシルクウェイのところの中の店舗とコンビ

ニがありますよね。それからソフトクリームとかたこ焼きとか売っていますよね。あ

れが以前はシルクウェイだけの単体で分かれていたと思うんですけれども、これはも

う１つのシルクウェイの売上高という形で入っているのでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  議員おっしゃる、あそこのテナントの中に

入っているコンビニだとか、前でソフトクリーム売ったりしているやつは、シルクウ

ェイの売上高の中に入っているというふうな認識で見てもらえたらと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  また決算の中でも質問しようと思いますけども、い

わゆるシルクウェイ単体の売上げと、それとテナント料というのはまた別だと思うん

ですよ。いわゆる貸し店舗というのは賃貸料として入ってくるものですよね。あとは

自販機なんかもあると思うんですけども、なごみの里と違って直営でされていません

ので、その部分からいうと、実際にこの津和野開発が設けた部分と、それとテナント

として入ってくるものがちょっと分かりづらいかなと思っています。今後いわゆるボ

イラーのほうだとか、そういった燃料の高騰だとか、そういったものが出てくると思

いますので、できれば決算の中で詳しい資料を出していただければと思います。 
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 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  貴重な御意見でございますので、今後その

辺に更に詳しい、内訳をしっかり分かるようにという御指摘だと思いますので、その

ように努めてまいりたいと考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

────────────・────・──────────── 

日程第３０．報告第４号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第３０、報告第４号株式会社フロンティア日原の経営状

況について、執行部より報告を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、報告第４号でございますが、株式会社フロンティ

ア日原の経営状況について、御報告をするものでございます。 

 内容につきましては、担当課長から御報告をいたしますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（草田 吉丸君）  農林課長。 

○農林課長（山下 泰三君）  それでは、報告第４号株式会社フロンティア日原の経営

状況につきまして、説明させていただきます。 

 第２８期の決算報告書、初めに７ページの部門別損益計算書を御覧ください。タブ

レットは１９ページを御覧ください。 

 フロンティア日原の事業は、営農事業、農作業受託事業、育苗事業を加えた事業部

と、わさび漬けを中心に商品製造と販売を行う加工部の２部門に大きく分かれており

ます。 

 事業部の営農事業では、水稲を１０.１３ヘクタール作付し、主食用のこしひかり、

きぬむすめの作付と経営所得安定対策を活用して、ＷＣＳ用稲、飼料用米に取組、事

業の安定化に努めました。 

 ７月以降の高温等による影響で、被害米や穂いもち病が発生したため、収量は計画
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を下回りましたが、事業部の事業損益は、１４万７,３０５円の黒字となりました。

一方、加工部についてですが、事業損益で４５６万３,６４５円の赤字となっており

ます。この要因としましては、原料不足と資材等の値上がりが続いたことが主な要因

となりました。 

 次に、３ページの損益計算書を御覧ください。タブレットは１５ページを御覧くだ

さい。 

 当期の売上げ総利益は３,２８９万５,０４３円で、これから販売費及び一般管理費

の３,７８０万９,８８３円を差し引きますとマイナスとなり、営業損失は４９１万

４,８４０円であります。 

 これに、営業外収益と営業外費用と特別損失を精算しました当期の準損益は、

１０３万９,１６６円の赤字決算となっております。 

 次に、２ページの貸借対照表を御覧ください。タブレットは１４ページを御覧くだ

さい。 

 資産合計３,１０７万９,００５円に対しまして１,３６４万５,７９９円、資本金

１,３５５万円と資本剰余金９万円と別途積立金３００万円及び繰越利益剰余金

７９万３,２０６円を合わせた準資産合計は３,１０７万９,００５円となっておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  特に質疑があれば、これを許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

────────────・────・──────────── 

日程第３１．報告第５号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第３１、報告第５号令和５年度教育委員会事業点検評価

報告書について、教育長より報告を求めます。教育長。 

○教育長（岩本 要二君）  それでは、報告第５号令和５年度教育委員会事業点検評価

報告書について報告をさせていただきます。 

 これは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定によりまして、
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令和５年度に行いました教育委員会関係の事業の点検評価について報告書を作成し、

議会へ報告をさせていただくものです。 

 なお、内容につきましては、多岐にわたって項目も多くなりますので、御覧をいた

だくということで、説明のほうは省略させていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  特に質疑があれば、これを許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

────────────・────・──────────── 

日程第３２．議員派遣の件 

○議長（草田 吉丸君）  日程第３２、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。１０月１１日、松江市への議員派遣の件につきましては、お手元に

配付しましたとおり派遣することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  御異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件は、お手

元に配付しましたとおり派遣することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日は、これで散会とします。お疲れさんでした。 

午前11時22分散会 

────────────────────────────── 
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